
令和８年度

日向市自動販売機設置場所貸付

一般競争入札

物 件 別 仕 様 書



物件別仕様書

1

（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

1 （１） いこいの峠 駐車場 日向市東郷町山陰乙５－１９

〔施設所管課〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課 電話 0982-66-1026

住所 日向市本町10番５号

〔施設設置許可〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課

〔留意事項〕

この公募自動販売機の他、敷地内に飲料用自動販売機はありません。

〔参考〕

○ 自動販売機売上 ３０３，９１０円/年（令和６年１２月から令和７年１１月まで）

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。

最低貸付料（年額） ５５，２００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.６㎡

（1.４５ｍ×1.１ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型 指定なし

配色指定 指定なし

設置手続き 不要



物件別仕様書

2

自動販売機配置図【物件番号１ - 符号(1) 】

施設名称：いこいの峠

貸付場所：駐車場

※ 自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください。



物件別仕様書

3

（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

１ （２）
伊勢ケ浜

ビーチハウス
休憩室前 日向市大字日知屋５５９－３

〔施設所管課〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課 電話 0982-66-1026

住所 日向市本町10番５号

〔施設設置許可〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課

〔留意事項〕

○ この公募自動販売機の他、敷地内に飲料用自動販売機はありません。

○ 自動販売機の配色に指定があります。また、法令上の設置手続きが必要です。

〔参考〕

○ 自動販売機売上 １，０５９，５８０円/年（令和６年１２月から令和７年１１月まで）

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。

最低貸付料（年額） １９２，６００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.６㎡

（1.４５ｍ×1.１ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型 指定なし

配色指定 指定あり マンセル値：5PB4／4

設置手続き
・自然公園法

・景観法及び日向市景観条例



物件別仕様書

4

自動販売機配置図【物件番号 １- 符号(2) 】

施設名称：伊勢ケ浜ビーチハウス

貸付場所：休憩室前

※自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください。



物件別仕様書

5

（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

１ （３） 塩田住宅 集会所 日向市日知屋塩田１６１９６－６

〔施設所管課〕

日向市建設部建築住宅課 電話 0982 -66-1032

住所 日向市本町１０番５号

〔施設設備許可〕

日向市建設部建築住宅課

〔留意事項〕

○ この公募自動販売機の他、敷地内に飲料用自動販売機はありません。

〔参考〕

○ 自動販売機売上 １７８，９６０円/年（令和６年１２月から令和７年１１月まで）

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。

最低貸付料（年額） ３２，５００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.６㎡

（1.４５ｍ×1.１ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型 指定なし

配色指定 指定なし

設置手続き 不要



物件別仕様書

6

自動販売機配置図【物件番号１ - 符号(3) 】

施設名称：塩田住宅

貸付場所：集会所

※自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください。



物件別仕様書

7

（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

１ （4） 江良近隣公園 トイレ横 日向市江良町２丁目８１

〔施設所管課〕

日向市建設部市街地整備課 電話 0982 -66-1033

住所 日向市本町１０番５号

〔施設設置許可〕

日向市建設部市街地整備課

〔留意事項〕

○ この公募自動販売機の他、敷地内に飲料用自動販売機はありません。

〔参考〕

○ 自動販売機売上 １８６，７９０/年（令和６年１２月から令和７年１１月まで）

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。

最低貸付料（年額） ３３，９００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.3 ㎡

（1.3ｍ×1.0ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型 指定なし

配色指定 指定なし

設置手続き 不要



物件別仕様書

8

自動販売機配置図【物件番号１ - 符号(4) 】

施設名称：江良近隣公園

貸付場所：トイレ横

※自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください。



物件別仕様書

9

（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

２ （１）
日向市文化交流

センター
大ホール 日向市中町１－３１

〔施設所管課〕

日向市教育委員会文化・生涯学習課 電話 0982-66-1038

住所 日向市本町10番５号

〔施設設置許可〕

日向市教育委員会文化・生涯学習課

〔留意事項〕

○ この公募自動販売機を含め、敷地内に２台の飲料用自動販売機があります。

〔参考〕

○ 自動販売機売上 ５４８，３００円/年 （令和６年１２月から令和７年１１月まで）

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。

最低貸付料（年額） ９９，６００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.６㎡

（1.４５ｍ×1.１ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型 指定なし

配色指定 指定なし

設置手続き 不要



物件別仕様書

10

自動販売機配置図【物件番号２ - 符号(1) 】

施設名称：日向市文化交流センター

貸付場所：大ホール

※ 自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください。



物件別仕様書

11

（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

２ （2） 道の駅とうごう 詩季彩Ａ 日向市東郷町山陰辛２４４－１

〔施設所管課〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課 電話 0982-66-102６

住所 日向市本町10番５号

〔施設設置許可〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課

〔留意事項〕

○ この公募自動販売機を含め、敷地内に４台の飲料用自動販売機があります。（民間商

業施設設置分を除く。）

○ 自動販売機の機能に指定があります。

〔参考〕

○ 自動販売機売上 ８１８，４４０円/年 （令和６年１２月から令和７年１１月まで）

隣接２台の自動販売機売上げ平均とする。

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。

最低貸付料（年額） １４８，８００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.６㎡

（1.４５ｍ×1.１ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型

災害対応型自販機を設置し、日向市（貸付人）と「災害時における救援

物資提供に関する協定」を締結することにより、災害時に自動販売機の

機内在庫の無償提供にご協力いただきます。

配色指定 指定なし

設置手続き 不要



物件別仕様書

12

自動販売機配置図【物件番号２ - 符号(2) 】

施設名称：道の駅とうごう

貸付場所：詩季彩Ａ

※自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください。

AB



物件別仕様書

13

（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

２ （３） 道の駅ひゅうが 駐車場Ａ 日向市幸脇３０３－５

〔施設所管課〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課 電話 0982-66-1026

住所 日向市本町10番５号

〔施設設置許可〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課

〔留意事項〕

○ この公募自動販売機を含め、公園内に４台の飲料用自動販売機がありますが、令和

８年４月１日以降は、３台となります。

〇 自動販売機の機能及び配色に指定があります。また、法令上の設置手続きが必要で

す。

〔参考〕

○ 自動販売機売上 ９９３，６４６円/年（令和６年１２月から令和７年１１月まで）

隣接３台の自動販売機売上げ平均とする。

なお、令和８年４月１日移設の物産館入口前自動販売機売上は、８８４，４７０円/年（同期間）

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。

最低貸付料（年額） １８０，６００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.6 ㎡

（1.45ｍ×1.1ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型

災害対応型自販機を設置し、日向市（貸付人）と「災害時における救援

物資提供に関する協定」を締結することにより、災害時に自動販売機の

機内在庫の無償提供にご協力いただきます。

配色指定 指定あり マンセル値：5PB4／4

設置手続き ・自然公園法



物件別仕様書

14

自動販売機配置図【物件番号２ - 符号(３) 】

施設名称：道の駅ひゅうが

貸付場所：駐車場Ａ

※自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください。

令和８年４月１日

以降移設

A B

（
参
考
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物件別仕様書

15

（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

３ （１） 道の駅とうごう 詩季彩Ｂ 日向市東郷町山陰辛２４４－１

〔施設所管課〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課 電話 0982-66-1026

住所 日向市本町10番５号

〔施設設置許可〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課

〔留意事項〕

○ この公募自動販売機の他、敷地内に４台の飲料用自動販売機があります。（民間商業

施設設置分を除く。）

〔参考〕

○自動販売機売上 ８１８，４４０円/年 （令和６年１２月から令和７年１１月まで）

隣接２台の自動販売機売上げ平均とする。

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。。

最低貸付料（年額） １４８，８００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.６㎡

（1.４５ｍ×1.１ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型 指定なし

配色指定 指定なし

設置手続き 不要



物件別仕様書

16

自動販売機配置図【物件番号３ - 符号(1) 】

施設名称：道の駅とうごう

貸付場所：詩季彩Ｂ

※自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください。

AB



物件別仕様書

17

（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

３ （２） 道の駅ひゅうが 駐車場Ｂ 日向市幸脇２４１－７

〔施設所管課〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課 電話 0982-66-1026

住所 日向市本町１０番５号

〔施設設置許可〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課

〔留意事項〕

○ この公募自動販売機を含め、敷地内に４台の飲料用自動販売機があります、令和８

年４月１日以降は、３台となります。

〇 自動販売機の配色に指定があります。また、法令上の設置手続きが必要です。

〔参考〕

○ 自動販売機売上 ９９３，６４６円/年（令和６年１２月から令和７年１１月まで）

隣接３台の自動販売機売上げ平均とする。

なお、令和８年４月１日移設の物産館入口前自動販売機売上は、８８４，４７０円/年（同期間）

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。

最低貸付料（年額） １８０，６００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.６㎡

（1.４５ｍ×1.１ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型 指定なし

配色指定 指定あり マンセル値：5PB4／4

設置手続き ・自然公園法
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自動販売機配置図【物件番号３ - 符号(2) 】

施設名称：道の駅ひゅうが

貸付場所：駐車場Ｂ

※自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください。

令和８年４月１日

以降移設

A B

（
参
考
）
ア
イ
ス
自
販
機

（
参
考
）
物
産
館
入
口
自
販
機
移
設
場
所



物件別仕様書

19

（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

３ （３） 御鉾ヶ浦公園 公園南側花壇 日向市大字細島浜ノ上93-1

〔施設所管課〕

日向市建設部市街地整備課 電話 0982-66-1033

住所 日向市本町10番５号

〔施設設置許可〕

日向市建設部市街地整備課

〔留意事項〕

○ この公募自動販売機の他、敷地内に飲料用自動販売機はありません。

○ 当該貸付物件は、日向市都市公園条例及び自然公園法に基づく設置許可、並びに

景観方に基づく届出が必要です。

○自動販売機の配色に指定があります。

〔参考〕

○自動販売機売上 １９９，５００円/年（令和６年１２月から令和７年１１月まで）

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。

最低貸付料（年額） ３６，２００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.６㎡

（1.４５ｍ×1.１ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型 指定なし

配色指定
日豊海岸地域景観計画（平成27年12月）で推奨する色彩とする。

マンセル値：5PB4／4

設置手続き ・自然公園法
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自動販売機配置図【物件番号３ - 符号(３) 】

施設名称：御鉾ヶ浦公園

貸付場所：公園南側花壇

※自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください。
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（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

４ （１）
日向市文化交流

センター
小ホール 日向市中町１－３１

〔施設所管課〕

日向市教育委員会文化・生涯学習課 電話 0982 -66-1038

住所 日向市本町１０番５号

〔施設所管課〕

日向市教育委員会文化・生涯学習課

〔留意事項〕

○ この公募自動販売機の他、敷地内に２台の飲料用自動販売機があります。

○ 自動販売機の機能に条件があります。

〔参考〕

○自動販売機売上 ６６０，４３０円/年（令和６年１２月から令和７年１１月まで）

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。

最低貸付料（年額） １２０，０００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.6 ㎡

（1.45ｍ×1.1ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型

災害対応型自販機を設置し、日向市（貸付人）と「災害時における救援

物資提供に関する協定」を締結することにより、災害時に自動販売機の

機内在庫の無償提供にご協力いただきます。

配色指定 指定なし

設置手続き 不要
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自動販売機配置図【物件番号４ - 符号(１) 】

施設名称：日向市文化交流センター

貸付場所：小ホール

※自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください。
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（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

４ （２） 道の駅とうごう 詩季彩Ｃ 日向市東郷町山陰辛244-1

〔施設所管課〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課 電話 0982-66-1026

住所 日向市本町10番５号

〔施設設置許可〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課

〔留意事項〕

○ この公募自動販売機を含め、敷地内に４台の飲料用自動販売機があります。（民間商

業施設設置分を除く。）

〔参考〕

○ 自動販売機売上 ６１０，８００円/年（令和６年１２月から令和７年１１月まで）

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。

最低貸付料（年額） １１１，０００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.6 ㎡

（1.45ｍ×1.1ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型 指定なし

配色指定 指定なし

設置手続き 不要
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自動販売機配置図【物件番号４ - 符号(２) 】

施設名称：道の駅とうごう

貸付場所：詩季彩Ｃ

※自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください。
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（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

４ （３） 日向サンパーク テニスコート 日向市幸脇３０３－５

〔施設所管課〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課 電話 0982 -66-1026

住所 日向市本町１０番５号

〔施設設置許可〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課

〔留意事項〕

○ この公募自動販売機を含め、敷地内に４台の飲料用自動販売機がありますが、令和

８年４月１日以降は、２台となります。

○ 自動販売機の配色に指定があります。また、法令上の設置手続きが必要です。

〔参考〕

○ 自動販売機売上 ３８１，４５５円/年（令和６年１２月から令和７年１１月まで）

隣接２台の自動販売機売上げ平均とする。

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。

最低貸付料（年額） ６９，３００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.６㎡

（1.４５ｍ×1.１ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型 指定なし

配色指定 指定あり マンセル値：5PB4／4

設置手続き ・自然公園法
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自動販売機配置図【物件番号４ - 符号(3) 】

施設名称：日向サンパーク

貸付場所：テニスコート

※自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください。

テニスコート
（参考）

アイス自販機

令和８年４月

１日以降撤去
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（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

４ （４） 後無田住宅 正門横 日向市大字富高６４３６－３

〔施設所管課〕

日向市建設部建築住宅課 電話 0982 -66-1032

住所 日向市本町１０番５号

〔施設所管課〕

日向市建設部建築住宅課

〔留意事項〕

○ この公募自動販売機の他、敷地内に飲料用自動販売機はありません。

〔参考〕

○ 自動販売機売上 ４２０，１１０円/年（令和６年１２月から令和７年１１月まで）

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。

最低貸付料（年額） ７６，３００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.６㎡

（1.４５ｍ×1.１ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型 指定なし

配色指定 指定なし

設置手続き 不要
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自動販売機配置図【物件番号４ - 符号(4) 】

施設名称：後無田住宅

貸付場所：正門横

※自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください。
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（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

5 （１）
お倉ケ浜

ビーチハウス
管理棟 日向市平岩１２２９８－６

〔施設所管課〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課 電話 0982-66-1026

住所 日向市本町１０番５号

〔施設設置許可〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課

〔留意事項〕

○ この公募自動販売機を含め、敷地内に２台の飲料用自動販売機があります。

○ 自動販売機の配色に指定があります。

〔参考〕

○ 自動販売機売上 １，０９７，９６５円/年（令和６年１２月から令和７年１１月まで）

隣接２台の自動販売機売上げ平均とする。

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。

最低貸付料（年額） １９９，６００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.6 ㎡

（1.45ｍ×1.1ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型 指定なし

配色指定 指定あり マンセル値：5PB4／4

設置手続き 不要
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自動販売機配置図【物件番号５ - 符号(１) 】

施設名称：お倉ヶ浜ビーチハウス

貸付場所：管理棟

※自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください

管理棟 入札物件対象外
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（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

5 （２） 道の駅とうごう 味工房 日向市東郷町山陰辛２７３－１

〔施設所管課〕

日向市農林水産部農業畜産課 電話 0982-66-102７

住所 日向市本町１０番５号

〔施設設置許可〕

日向市農林水産部農業畜産課

〔留意事項〕

○ この公募自動販売機を含み、敷地内に４台の飲料用自動販売機があります。（民間商

業施設設置分を除く。）

〔参考〕

○自動販売機売上 １７１，４７０円/年（令和６年１２月から令和７年１１月まで）

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。

最低貸付料（年額） ３１，１００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.6 ㎡

（1.45ｍ×1.1ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型 指定なし

配色指定 指定なし

設置手続き 不要
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自動販売機配置図【物件番号５ - 符号(２) 】

施設名称：道の駅とうごう

貸付場所：味工房

※自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください
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（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

5 （３） 日向サンパーク 駐車場 日向市幸脇３０３－５

〔施設所管課〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課 電話 0982-66-1026

住所 日向市本町１０番５号

〔施設設置許可〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課

〔留意事項〕

〇 この公募自動販売機を含め、敷地内に４台の飲料用自動販売機がありますが、令和

８年４月１日以降は、２台となります。

○ 自動販売機の機能及び配色に指定があります。また、法令上の設置手続きが必要で

す。

〇 所管課が令和８年3月27日までに、自動販売機電源供給工事を行います。

〔参考〕

○ 自動販売機売上 ３５５，５２０円/年（令和６年１２月から令和７年１１月まで）

隣接２台の自動販売機売上げ平均とする。

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。

最低貸付料（年額） ６４，６００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.6 ㎡

（1.45ｍ×1.1ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型

災害対応型自販機を設置し、日向市（貸付人）と「災害時における救援

物資提供に関する協定」を締結することにより、災害時に自動販売機の

機内在庫の無償提供にご協力いただきます。

配色指定 指定あり マンセル値：5PB4／4

設置手続き ・自然公園法
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自動販売機配置図【物件番号５ - 符号(３) 】

施設名称：日向サンパーク

貸付場所：駐車場

※自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください
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（貸付場所別貸付料）

（貸付面積等）

（特記仕様等）

※設置手続きとは、自動販売機の設置に伴う自然公園法、景観法及び日向市景観条例等をいう。

物件番号 符号 施設名称 貸付場所 施設所在地（住所）

5 （４） 石並駐車場 トイレ前 日向市美々津町北石並2924

〔施設所管課〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課 電話 0982-66-1026

住所 日向市本町１０番５号

〔施設設置許可〕

日向市経済戦略部ふるさとプロモーション課

〔留意事項〕

○ この公募自動販売機の他、敷地内に飲料用自動販売機はありません。

○自動販売機の配色に指定があります。また、法令上の設置手続きが必要です。

〔参考〕

○ 自動販売機売上 ３８６，０９０円/年（令和６年１２月から令和７年１１月まで）

※記載している内容は、あくまでも参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼

働率などを保証するものではありません。

最低貸付料（年額） ７０，１００円（税抜）

貸付面積（幅×奥行） 備 考

1.6 ㎡

（1.45ｍ×1.1ｍ）

・ 自動販売機設置台数：１台

・ 貸付面積には、回収ボックスの面積は含まない。

・ 回収ボックスは、施設所管課の指示する場所に設置するものと

します。

災害対応型 指定なし

配色指定 指定あり 美々の里景観計画に準拠した配色とします。

設置手続き ・景観法及び日向市景観条例
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自動販売機配置図【物件番号５ - 符号(４) 】

施設名称：石並駐車場

貸付場所：トイレ横

※自動販売機の詳細な貸付場所は、施設所管課にお問い合わせください


